
様式１-１（実際ははがきサイズ）



様式１-２











様式２ （実際ははがきサイズ）
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様式４
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様式６





















様式７



　文部科学省が管轄する地震調査研究推進本部によると、横浜市
において、今後30年以内に震度6弱(※１)以上の揺れに見舞われ
る確率が高いことがわかります。

　建物を建てるときは、耐震基準に適合
していることが必要です。この基準は、
昭和５６年に大幅に改定され、それ以前
の耐震基準で建てられた建物は、阪神・
淡路大震災で多くの被害を受けました。

僕は、古い耐震基準で建った
家です。早く補強して！



提供　防災科学技術研究所　E-ディフェンス

　阪神・淡路大震災では、家屋
の倒壊により多くの人命が失わ
れました。犠牲者のうち9割近
くが家屋・家具等の倒壊による
圧死でした。

　耐震改修を適切に行えば、
古い耐震基準の建物も地震に
強くなります。
　左の写真は築30年の家屋
を補強したもの（右）とそう
でないもの（左）を振動実験
した結果です。補強した建物
は倒壊しませんでした。

【阪神・淡路大震災の概要】
発生年月日
震源地

震源の深さ
規　模
震　度
死者数
全壊家屋

平成7年1月17日 5時46分
淡路島北部
16km
マグニチュード7. 3
7
6, 434人
104, 906棟

▲出典：消防庁発表（平成18年5月確定報）

【阪神・淡路大震災における犠牲者の死因】

焼死 10.0％ その他 2.2％

建物等倒壊による圧死
87.8％

▲出典：平成7年警察白書（警察庁）









木造住宅の耐震診断法には数種類の方法があり、その目的にあった診断方法を選択します。
①誰でもできるわが家の耐震診断：一般の方が、地震の知識を習得し、自分の家の安全性を知るためのもの
②一般診断法：専門家が、耐震改修の要否を判断するために実施するもの
③精密診断法：専門家が、耐震改修の設計のために実施するもの
横浜市の耐震診断制度は一般診断法です。耐震改修を行う場合は、設計者が詳細な耐震診
断を再度行います。

※上記①～③の診断方法は、いずれも、（一財）日本建築防災協会が発行する「木造住宅
の耐震診断と補強方法」という専門書に定められています。

耐震診断法のいろいろ

　耐震診断は、住まいの地震に対しての安全性や、耐震改修の必要
性を知るための方法で、一般的に建築士などの専門家が行います。
　現地調査（約２～３時間程度）と計算作業を行い、その結果は、上
部構造評点等の点数で示されます。

上部構造評点
1.5以上
倒壊しない

1.0以上1.5未満
一応倒壊しない

 0.7以上1.0未満
倒壊する可能性がある
 0.7未満
倒壊する可能性が高い

上部構造評点が1.0未満と判定されたら耐震改修を検討しましょ
う（→Ｐ７）。



現状を正確に調査
し、実状に見合った
的確な補強工事を
実施することができ
ます。

調査の負担は少な
いですが、想定値を
用いるため、工事費
を抑える効果は低く
なります。

金額を抑え、倒壊を
防ぐための必要最
低限の補強工事を
実施することができ
ます。

約300～350万円
（補助金申請した物件の平均） 約350～400万円

（補助金申請した物件の主な分布）

約250～300万円
（補助金申請した物件の主な分布）

【精密診断型】に比べ、補強量が

増加し、高額になる傾向があり

ます。

【精密診断型】に比べ、費用を抑

えられる傾向があります。





















横浜市長が認定した耐震診断士を派遣し、無料で耐震診断を行います。
対象となる住宅
□ 昭和56年５月末日以前に建築確認を得て着工された住宅
 ※ 既に横浜市の耐震診断を受けた住宅は対象外です。
□ ２階建て以下の在来軸組構法の木造住宅
 ※ ツーバイフォー住宅、プレハブ住宅、軽量鉄骨住宅、混構造の住宅等は対象外
□ 所有者が居住する木造個人住宅（長屋、二世帯住宅を含む）
 ※ 賃貸住宅（空家を含む）、貸し店舗を含む住宅は、別途制度あり（費用負担1万円）
 ※ 「住戸が複数ある住宅（建物の一部が隣の建物と接しているものを含む）」、「建物が
 　複数棟ある住宅」の場合はお問い合わせください。
 ※ 所有者本人が居住していない場合はお問い合わせください。

利用方法
① はがきまたは横浜市建築局建築防災課ホームページから申し込みます。
② 申し込み後、約1週間で診断日をお知らせします。
③ 診断士が現地に伺い、約2～3時間程度で調査を行います。
 ※建築確認通知書や建築図面（平面図）がある場合は、診断士に提示してください。
④ 後日、耐震診断報告書を郵送でお届けします。

お申込方法
①「はがき」で申し込む
　リーフレット（耐震診断のすすめ）に添付の申
し込み用はがきに必要事項を記載し、ご郵送くだ
さい。リーフレットは横浜市建築局建築防災課、
区役所広報相談係、行政サービスコーナー等で配
布しております。
②「インターネット」で申し込む

貸家・空家の耐震診断のご案内

●「対象」
　2階建て以下の在来軸組構法の
木造住宅で、賃貸住宅（空家を含
む）や貸し店舗を含む住宅

●「費用」　1万円

（費用負担あり）

※申込書が必要な方は建築防災課まで
お電話ください。

※貸家への耐震改修補助制度はありま
せん。



本パンフレットでは、令和５年４月時点の制度内容をご案内しています。
対象要件、補助額、利用方法、実施時期等は変更する場合があります。

　相談員を無料でご自宅（※）へ派遣し、耐震診断結果の説明、耐震改修の
　一般的な内容、改修計画の概要や概算費用等のご相談に応じます。

※貸家・空家の耐震診断（有料）を受けた方は、申請者宅（市内に限る）または、耐震診断を実施
　した家屋のどちらかとなります。市外におすまいの方等は、別途ご相談ください。

対象となる人

□　横浜市の耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満（「倒壊の可能性がある」
　「倒壊の可能性が高い」）と判定された住宅の所有者

利用方法

下記のいずれかの方法でお申し込みください。
① 「電話」で申し込む
 お手元に「耐震診断報告書」をご用意の上、お電話ください。
 お申込先：一般社団法人横浜市建築士事務所協会 TEL：662－2711
 受付時間：9～12時、13～16時（土日・祝日を除く）
② 「はがき」で申し込む
 利用申請書に必要事項を記入し、はがきに貼付のうえ、ご郵送ください。
③ 「インターネット」で申し込む
 

横浜市の無料訪問相談



耐震改修費用を補助します。
対象となるもの
□ 昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された２階建て以下の在来軸組構法の木造住宅。

□ 耐震診断の結果、点数が1.0未満と判定された住宅。

□ 耐震診断による点数が1.0 以上となる耐震改修工事を行う住宅。

□ 当該住宅の所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等以内の親族が居住している住宅

　（賃貸住宅、貸し店舗を含む住宅は対象外）。

□ 世帯の構成者全員が、住民税等の滞納が無い世帯。

□ 耐震改修工事終了後、5年以上、居住すること。

□ 住宅が、建築基準法関係法令等に適合している住宅。

　・前面道路や容積率、建ぺい率、高さなどが法令に適合していることが必要です。

　・申請時に適合していなくても、耐震改修工事完了時までに是正をすれば対象となります。

補助限度額

一般世帯 100万円
非課税世帯※ 140万円
※過去2年間、世帯員全員の市・県民税が非課税である世帯

※工事完了までに要件を満たせば対象となります。

利用方法
施工事業者と契約を行う前に申請を行ってください。
※契約は、横浜市からの決定（承認）通知を得た後に行ってください。
※申請書類は、横浜市建築局建築防災課、一般社団法人横浜市建築士事務所協会、ハウ
　スクエア横浜の窓口及び横浜市建築局建築防災課ホームページで入手できます。

受付窓口
一般社団法人横浜市建築士事務所協会
　窓口の詳細については、裏表紙をご覧ください。

～横浜市木造住宅耐震改修促進事業～



本パンフレットでは、令和５年４月時点の制度内容をご案内しています。
対象要件、補助額、利用方法、実施時期等は変更する場合があります。

対象となる住宅
□ 昭和５６年5月３１日以前に建築された家屋
□ 自己の居住の用に供する家屋
□ 耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準（点数1.0以上）に適合するもの
□ 令和５年１２月３１日までに住宅耐震改修をしたもの

控除額
耐震工事の標準的な費用の額から市が交付した補助金額を差し引いた額の１０％を控除
（上限２５万円、その年1回のみ）

手続き
（１）耐震改修をしたことを証明する「住宅耐震改修証明書（横浜市が発行する証明書）」
　または「増改築等工事証明書（事業者が発行する証明書）」を入手します。入手方法は
　横浜市建築局建築防災課へお問合せください。
（２）耐震改修が完了した年の翌年の確定申告に、（１）の証明書、住民票の写し、家屋の
　 登記事項証明書、計算明細書（税務署で配布）を添付して申告します。

対象となる住宅
□ 昭和５７年1月1日以前から所在する住宅
□ 現行の耐震基準（点数 1.0以上）に適合する耐震改修を行った住宅（賃貸住宅も含む）
□ 改修工事金額が1戸あたり５０万円を超えるもの
□ 改修工事完了日が令和６年３月３１日までのもの

減額の内容
翌年分の税額が１／２に減額されます。

手続き
（１）耐震改修をしたことを証明する「住宅耐震改修証明書（横浜市が発行する証明書）」
　または「増改築等工事証明書（事業者が発行する証明書）」を入手します。
　  入手方法は横浜市建築局建築防災課へお問合せください。
（２）耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、住宅が所在する区役所の固定資産税担当
 課へ（1）の証明書を添付して、手続きを行います。

上記のほかに、耐震改修を行うと、地震保険の加入、更新の際に割引を受けられる場合があります。詳しく
は保険会社へお問い合わせください。



　登録事業者は、本市が実施する講習会を受け誠意を持って良心的に耐震改修を行うことを
宣誓した事業者です。各区役所広報相談係窓口（区版）や横浜市建築局建築防災課ホーム
ページ（全市版）で名簿をご覧いただけます。
　また、耐震診断報告書にも名簿（区版）が同封されます。







防災ベッドや耐震シェルターを設置する費用の一部を補助します。

対象となる住宅
□ 昭和56年５月末日以前に建築確認を得て着工された住宅
□ ２階建て以下の木造住宅
□ 住宅の１階に防災ベッド、耐震シェルターを設置できる住宅
□ 申請者が居住する個人住宅（長屋、二世帯住宅を含む）

利用方法
①次ページの製品リストから設置する製品を決めて事業者から見積もりを取得します。
②交付申請書に見積書のほか、必要書類を添えて横浜市建築局建築防災課に提出します。
③提出された交付申請書を市で審査後、交付決定通知書をお送りしますので、受け取り
次第、事業者と契約を結び防災ベッドや耐震シェルターの設置を行ってください。

対象となる人
□ 申請者に市税の滞納がないこと
□ 補助対象建築物に自ら居住している個人
※ 法人・個人事業者は除く

補助限度額
防災ベッド及びテーブル　　　10万円
耐震シェルター 30万円
※本補助金は、防災ベッド等の本体費用が対象です。
※設置する防災ベッド等は、次ページの製品リスト

お問合せ先
横浜市建築局建築防災課
住所　〒231-0005
　　　横浜市中区本町６丁目50番地の10　横浜市役所25階
電話　045-671-2930　FAX　 045-663-3255
時間　平日　8：45～12：00   13：00～17：15

対象となる防災ベッド等
25、26ページの製品リストに掲載があるもの









様式８











様式９





参考資料１










